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町
で
は
、
平
成
21
年
分
所
得
税
の
還
付  

　

申
告
を
1
月
25
日x

か
ら
受
け
付
け
ま
す
。

　
　

年
末
調
整
を
受
け
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で

　

も
医
療
費
控
除
な
ど
の
申
告
を
す
る
と
、

　

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
必
要

　

書
類
な
ど
を
持
参
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ

　

い
。

　

●
受
付
時
間
／
9
時
か
ら
17
時

　

●
受
付
場
所
／
役
場
税
財
政
課
課
税
係

　

（
釧
路
税
務
署
で
は
1
月
4
日X

か
ら
還

　

付
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
）

　
　

な
お
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
2
月
16
日

　

c

か
ら
3
月
15
日x

ま
で
の
受
け
付
け
で

　

す
が
、
こ
の
期
間
は
非
常
に
込
み
合
い
ま

　

す
の
で
、
還
付
申
告
は
早
め
に
済
ま
せ
ま

　

し
ょ
う
。

　

次
の
よ
う
な
場
合
に

　

所
得
税
が
還
付
さ
れ
ま
す

【
医
療
費
控
除
】

　
　

病
気
や
け
が
に
よ
り
支
払
っ
た
医
療
費

　

か
ら
保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額

　

（
健
康
保
険
の
高
額
医
療
費
の
支
給
金
や

　

生
命
保
険
契
約
の
入
院
給
付
な
ど
）
を
差

　

し
引
い
た
金
額
が
、
10
万
円
ま
た
は
所
得

　

金
額
の
5
％
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
少
な
い

　

額
を
超
え
て
支
払
っ
た
場
合

【
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
】

　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
家
屋
の
新

築
・
購
入
（
そ
の
家
屋
の
敷
地
を
同
時
に
購

入
し
た
場
合
も
含
み
ま
す
）、
ま
た
は
増
改
築

な
ど
を
し
て
平
成
21
年
1
月
1
日
か
ら
平
成

21
年
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
居
住
の
用
に
供

し
た
場
合
で
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合【
退
職
者
】

　

年
の
途
中
で
退
職
し
た
り
、
2
カ
所
以
上

で
働
い
て
い
た
人
が
年
末
調
整
を
受
け
ず
、

源
泉
徴
収
税
額
が
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て
い
る

場
合

【
寄
附
金
控
除
】

　

国
や
地
方
公
共
団
体
、
特
定
公
益
増
進
法

人
な
ど
に『
特
定
寄
附
金
』を
5
千
円
を
超
え

て
支
出
し
た
場
合

申
告
に
必
要
な
書
類
な
ど

　

印
鑑
、
源
泉
徴
収
票
、
生
命
保
険
・
国
民

年
金
保
険
料
・
個
人
年
金
保
険
料
・
地
震
保

険
料（
旧
長
期
損
害
保
険
料
）の
控
除
証
明
書
、

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
・
任
意
継
続
社
会
保
険
料
・
介
護
保
険
料

の
領
収
書
、
還
付
金
振
込
先
の
金
融
機
関
・

支
店
・
口
座
番
号（
本
人
名
義
）が
わ
か
る
も
の

　

そ
の
ほ
か
、
控
除
の
区
分
に
よ
り
次
の

書
類
な
ど
が
必
要
で
す
。

▽
医
療
費
控
除
＝
医
療
費
の
領
収
書
、
保

険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
る
金
額
の
わ
か

る
も
の

▽
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
＝
住
民
票
、

家
屋
の
登
記
事
項
証
明
書
（
家
屋
の
敷
地

を
同
時
に
取
得
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
敷

地
の
登
記
事
項
証
明
書
も
必
要
）、
請
負
契

約
書
の
写
し
、
住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借

入
金
の
年
末
残
高
証
明
書

※
増
改
築
ま
た
は
中
古
住
宅
の
購
入
の
場

合
は
必
要
な
書
類
が
異
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
の
で
、
担
当
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

▽
寄
附
金
控
除
＝
寄
附
を
し
た
団
体
等
か

ら
の
受
領
書
、
寄
附
を
し
た
団
体
等
が
寄

附
金
控
除
の
該
当
団
体
等
で
あ
る
こ
と
の

証
明
書
等
の
写
し
な
ど
、
寄
附
金
に
よ
り

必
要
な
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
担
当
係

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
課
税
係\

内
線
135
～
139

所
得
税
の
還
付
申
告
は
1
月
25
日
か
ら
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11
月
は
レ
ッ
ド
カ
ー
ド
を
4
6
1
枚
使
用

し
ま
し
た
。
一
番
多
く
張
っ
て
い
る
の
は
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
汚
れ
た
ま
ま
出
し
て

い
る
場
合
で
す
。
汚
れ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご

み
は
必
ず
洗
っ
て
か
ら
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
ご
み
の
分
別
方
法
が
わ
か
ら
な
い

場
合
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
廃
棄
物
対
策
係\

内
線
252
・

   253      登
記
事
項
の
住
所
変
更
は

お
済
み
で
す
か

　

町
で
は
平
成
14
年
か
ら
21
年
に
か
け
て
ト

ラ
イ
ベ
ツ
・
若
松
・
糸
魚
沢
・
尾
幌
・
上
尾

幌
・
苫
多
・
沖
万
別
・
太
田
宏
陽
・
太
田
南
・

門
静
・
乙
幌
・
大
別
・
片
無
去
・
光
栄
・
白

浜
・
宮
園
・
真
栄
・
港
町
・
住
の
江
・
山
の

手
・
奔
渡
・
有
明
・
筑
紫
恋
・
湾
月
・
若
竹
・

松
葉
・
梅
香
な
ど
の
土
地
の
名
称
と
地
番
変

更
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

住
所
が
変
わ
っ
た
人
で
、
土
地
や
建
物
な

ど
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い
る
場
合
は
、
釧

路
地
方
法
務
局
へ
登
記
事
項
の
所
有
者
住
所

の
変
更
登
記
申
請
が
必
要
で
す
。

　

ま
だ
住
所
変
更
の
手
続
き
が
済
ん
で
い
な

い
人
は
、
必
要
な
と
き
に
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。（
期
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

　

所
有
権
登
記
名
義
人
の
住
所
変
更
登
記
申

請
は
本
人
に
よ
る
申
請
の
ほ
か
、
司
法
書
士

な
ど
に
依
頼
し
て
行
う『
代
書
』な
ど
が
あ
り

ま
す
。
申
請
書
用
紙
は
建
設
課
用
地
地
籍
係

に
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
新
住
所
へ
の
変
更
の
証
明
書
は
無

料
で
交
付
し
て
い
ま
す
が
、
戸
籍
の
附
票
に

つ
い
て
は
有
料
と
な
り
ま
す
。
個
人
の
場
合

は
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係
ま
た
は
湖
南
地
区
出
張

所
、
法
人
の
場
合
は
用
地
地
籍
係
で
交
付
し

て
い
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
／
用
地
地
籍
係\

内
線
278
、

窓
口
サ
ー
ビ
ス
係\

内
線
112

特
定
健
康
診
査
、生
活
習
慣
病
・

各
種
が
ん
検
診
を
行
い
ま
す

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
特
定
健
康
診
査
、

生
活
習
慣
病
検
診
と
各
種
が
ん
検
診
を
行
い

ま
す
。

　

日
頃
の
健
康
管
理
の
目
安
と
な
り
、
あ
わ

せ
て
生
活
習
慣
病
の
予
防
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
が
ん
検
診
は
1
年
に
1
度
受
け
る
こ
と

が
望
ま
し
い
た
め
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
検
診

を
受
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

受
診
を
希
望
す
る
人
は
事
前
に
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
生
活
保
護
世
帯
の
人

は
す
べ
て
の
検
診
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

●
対
象
者

▽
特
定
健
康
診
査
／
40
～
74
歳
の
国
民
健
康

保
険
加
入
者

▽
生
活
習
慣
病
検
診
／
75
歳
以
上
の
人
、
生

活
保
護
受
給
者
、
年
度
内
に
健
康
保
険
の
異

動
が
あ
る
人

▽
各
種
が
ん
検
診
／
40
歳
以
上
の
人

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
健
康
づ
く
り

係\
53^

3
3
3
3

※
1
割
負
担
に
つ
い
て
は
、
実
施
し
た
検
査

内
容
に
応
じ
た
1
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

（
目
安
と
し
て
5
0
0
円
程
度
で
す
）

視
覚
障
が
い
の
あ
る
人
へ
声
の

広
報
だ
よ
り
を
発
行
し
て
い
ま
す

　

町
で
は
、
文
字
に
よ
る
情
報
入
手
が
困
難

な
障
が
い
の
あ
る
人
に
、
広
報
あ
っ
け
し
、

議
会
だ
よ
り
の
内
容
を
吹
き
込
ん
だ
テ
ー
プ

ま
た
は
Ｃ
Ｄ
を
作
成
し
発
行
し
て
い
ま
す
。

利
用
を
希
望
す
る
人
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

福
祉

保
健

10月の状況
●10月のごみ収集・持込量  375,900kg

前年同月比(％)前月比(％)

粗　 大 　ご　 み

資 源 と な る ご み

燃 や せ な い ご み

燃 や せ る ご み

ごみの種類 ごみ量(kg)

有  害  な  ご  み

  0.8         3.573,703

  △41.8

    △32.7

        4.5

          23.8

450

17,820

20,422

263,505     △8.5

計 375,900     △11.1

   △8.2

         3.9

           4.8

資 源 化 さ れ た 量      10.5           1.969,533

　※資源化率 18.50%（全収集量のうち、資源化された割合）

△39.2

定　員

■生活習慣病検診・特定健康診査、胃・肺・大腸がん検診

検 診 の 種 類 ・ 会 場

胃がん 肺がん 大腸がん
　　生活習慣病検診

　特定健康診査

6日（土） 社会福祉センター（受付：7時、8時、9時）

7日（日）

計 60人

計120人

40～74歳の
国民健康保険加入者 1500円 400円 700円

40歳以上

無　　 料

申 込 期 間 1月12日(火)～20日(水)（定員になり次第締め切り）

2

月

料

　

金
1 割負担※75歳以上

1000円

－

保健福祉総合センター（受付：7時、8時、9時）

今月の税の納期

1月25日(月)までに
必ず納めましょう
当日は夜間窓口を開いています
のでご利用ください。納税には
便利な口座振替をお勧めします。

●国民健康保険税（普通徴収）

　                    第 7 期

●介護保険料（普通徴収）第 7期

●後期高齢者医療保険料（普通

徴収）　　　　　　　　第 7期

●夜間窓口／ 1月25日（月）17時

15分～20時　役場税財政課窓口

●問い合わせ／納税係内線140

～144

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を

引
き
き
れ
な
か
っ
た
人
の
申
告
が

今
年
か
ら
不
要
に
な
り
ま
す

　

平
成
19
年
か
ら
税
源
移
譲
に
よ
っ
て
、
所

得
税
が
減
額
と
な
り
、
控
除
で
き
る
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
平

成
11
年
か
ら
平
成
18
年
末
ま
で
に
入
居
し
、

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る

人
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た

額
が
あ
る
場
合
は
、
翌
年
度
の
住
民
税
（
所

得
割
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。

　

昨
年
ま
で
は
、
年
末
調
整
を
行
っ
た
人
お

よ
び
確
定
申
告
を
し
た
人
に
関
わ
ら
ず
、
所

得
税
か
ら
引
き
き
れ
な
か
っ
た
額
が
あ
る
人

は
申
告
が
必
要
で
し
た
が
、
特
別
な
場
合
（
山

林
所
得
・
退
職
所
得
が
あ
り
、
旧
制
度
の
控

除
額
が
大
き
い
場
合
な
ど
）
を
除
き
、
住
宅

ロ
ー
ン
控
除
に
お
け
る
平
成
22
年
度
住
民
税

（
平
成
21
年
分
所
得
）の
申
告
が
不
要
に
な
り

ま
す
。

　

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
／
課
税
係\

内
線
135
～
139

ご
み
を
出
す
と
き
は

必
ず
透
明
・
半
透
明
の
袋
で

　

ご
み
が
依
然
と
し
て
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
入
れ

て
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
ご
み
は
必
ず
、
透
明

ま
た
は
半
透
明
の
袋
に
入
れ
て
出
し
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
は
、
た
た
ん
で
十

文
字
に
縛
っ
て
か
ら
資
源
と
な
る
ご
み
に
出

し
ま
し
ょ
う
。

税暮
ら
し


